
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（平成２９年１２月分） 

平成３０年２月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

（注：以下は、現地紙など公開情報をとりまとめたものです。） 

 

１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●戦犯容疑者に対する相次ぐ逮捕・起訴 

４日、国家捜査保護庁（ＳＩＰＡ）は、コニツ市

及びその近郊において、ＢＨ紛争時における

人道に対する罪の容疑で１３名を逮捕した。１

３名は、ＢＨ共和国軍ないしＢＨ共和国内務部

隊（ボシュニャク系主体）の元メンバーと見ら

れており、同市周辺のセルビア系住民を追放

した疑い。 

 １１日、ＢＨ当局はＢＨに入国したヤヒッチＢ

Ｈ軍中佐を拘束した。ヤヒッチ容疑者は、在オ

ランダＢＨ大使館で武官を務めていた。同人

の拘束は上記コニツ市における戦犯容疑と関

連していると見られている。また、同日、ＢＨ連

邦警察は、更に２名の元ＢＨ共和国軍メンバ

ーを、セルビア系に対する殺害容疑で逮捕し

た。 

一方、６日、ＢＨ検察庁は、ブラセニッツァ市

における戦犯容疑で、クラリェビッチ同市長（Ｓ

ＮＳＤ）を含む４名の起訴を行った。４名は、１

９９２―９３年にかけて同市において発生した、

少なくとも２２名に上るボシュニャク系の殺害

及び行方不明や、何十名もの監禁、拷問及び

虐待に関わっている疑い。起訴状によると、ク

ラリェビッチ被告は、該当期間に、ブラセニッツ

ァ公安センター（ＰＳＣ）特別警察司令官であっ

た。 
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●燃料税増税法案の成立（１５日） 

 １４日、ＢＨ議会下院会合が実施され、燃料

税増税関連法案が協議された。反対派の牛

歩戦術により、会合は翌１５日の明け方まで

続いたが、ＳＤＡ ＳＢＢ、ＳＮＳＤ、ＨＤＺ及びＨ

ＤＺ１９９０の合計２２議員が賛成票を、一方

「変革のための同盟」、ＳＤＰ、ＤＦ、Ａ－ＳＤＡ、

ＢＰＳ及び独立派ブロックの合計２０議員が反

対票を投じ、同法案は可決された。同法案は

議会既にＢＨ上院で可決済みのため、ＢＨ官

報に掲載され次第発効する。 

 同法案は、ＩＭＦやＥＵからの融資実施条件と

なっている一方で、過去に２度成立に失敗して

おり、動向が注目されていた。 

 なお、反対派は上記可決における手続きが

議会規則に反するとして、ＢＨ憲法裁判所に

訴える旨発表している。 

 

●チョービッチ大統領評議会議長、「第３エン

ティティ」に関するメディア発言（１７日） 

 １７日、チョービッチ大統領評議会議長（クロ

アチア系）は、クロアチア国営放送のテレビ番

組に対し、「ＢＨにおける「第３のエンティティ」

は現実的な可能性があり、ＢＨにおける目下

の危機の解決の一つとして検討されるべき」と

発言した。今まで、クロアチア民族評議会（ＨＮ

Ｓ）を中心にクロアチア系が自らのエンティティ

を創設しようとする動きは見られてきたが、同

議長が「第３エンティティ」につきメディアにお

いて明言するのはこれが初めて。 

 これに対し、ボシュニャク系は強硬に反発し

た。また国際社会も強く批判し、ＯＨＲや米国

大使館が声明を発表した。 

 

●ＢＨ議会下院、選挙法改正法案をめぐり対

立（２１日） 

 ２１日、ＢＨ議会下院会合が実施され、７月

にＢＨ議会上院で可決されたクロアチア系議

員団提出の選挙法改正法案が議題となった

が、その審議手続きに関して、上院と同様に

一切の修正を認めない緊急審議手続きで行う

か、通常審議手続きに切り替えるかで各党が

対立し、２０１８年予算を含めた他の議題を協

議することなく、議会は休会に追い込まれた。 

 

●閣僚評議会、２０１８年暫定予算を採択（２８

日） 

２８日、閣僚評議会は会合を実施し、２０１８

年１－３月の暫定予算を採択した。これは、２

１日のＢＨ議会下院会合が、選挙法改正法案

の手続き協議に終始し、予算を討議しなかっ

たことから、翌２２日に予定されていたＢＨ議

会上院臨時会合においても予算は討議され

ず、年内に予算の成立が見込めなくなったた

め。閣僚評議会は、議会が旧年度中に新年

度予算を成立出来なかった場合、３ヶ月間の

暫定予算を成立させる権限を持つ。 

 

 （２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●ＢＨ連邦政府、成立した年金・障害保険法

案を修正（２７日） 

 ６日、ＢＨ連邦議会下院が年金・障害保険法

案を採択し、７日、同議会上院も右法案を採

択し、同法が成立した。同法は、現行の異なる

年金受給率を出来る限り一本化し受給者の平

等を図ろうとするもので、世界銀行の今後の

融資計画を進める上での条件の一つとなって

いる。一方で、同法により待遇が悪化するグ

ループからの反発は強く、大規模なデモが

度々開催されていたが、同法成立後も特にＢ

Ｈ連邦警察官からの反発が続いた。これによ



ボスニア・ヘルツェゴビナ情勢月報（平成２９年１２月） 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

 

3 
 

り、ＢＨ連邦警察労働組合との合意を余儀なく

され、２７日、ＢＨ連邦政府は会合において同

合意に従い同法の修正を採択、同法は、今後

改めてＢＨ連邦議会に送付される。 

 

●ＢＨ連邦、２０１８年度予算を成立できず（２

８日） 

 議会の年内最終日となる２８日、ＢＨ連邦議

会下院は２０１８年予算に関する臨時会合を

実施した。一方で、与党ＨＤＺも含めたクロア

チア系政党議員が全員欠席したことにより議

題の採択ができず、同会合は休会となった。 

 同予算は草案の段階では両院において承

認されていたが、ＢＨ連邦政府が変更せずに

議会による最終手続きにかけたところ、上記

の事態が発生した。クロアチア系議員団の欠

席は、自身の選挙法改正法案の成立を目的

とした与党第一党ＳＤＡ（ボシュニャク系）に対

する圧力であるという見方もなされている。 

 ＢＨ連邦政府は、暫定予算を採択していない

ため、ＢＨ連邦は予算を持たないまま２０１８

年を開始することとなる。 

 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●ＲＳ与野党の議会正常化合意の空中分解

（１１日） 

 １１日、ＲＳにおける政党関係に関する合意

の草案を協議するＲＳ与野党合同委員会のパ

ンドゥレビッチ共同議長（ＳＤＳ，ＲＳ野党）は、

与党側に話し合う気は無く、既に同委員会は

存在しない旨発言した。 

 同委員会は、ここ最近特に悪化していた与

野党関係とＲＳ国民議会の停滞を背景に、１１

月にチュブリロビッチＲＳ国民議会議長（ＤＮＳ）

の呼びかけにより、ＲＳ与野党党首が集まりな

された合意で始まったが、開始から１か月余り

で空中分解することとなった。 

 

●ＲＳ国民議会、２０１８年予算を前年比４．

３％増で決定（１３日） 

 １３日、ＲＳ国民議会が開催され、野党の反

対を押し切り、２０１８年予算、及び２０１８－２

０２０年ＲＳ経済改革計画を採択した。成立し

た２０１８年予算は、２０１７年比４．３％増の総

額３３億３，７００万ＫＭ（約１７億６２０万ユー

ロ）。 

 

●ハーン副上級代表のバニャ・ルカ訪問（１８

日） 

 １８日、ハーン OHR 副上級代表はバニャ・ル

カ市を訪問し、ドディックＲＳ大統領（ＳＮＳＤ）、

チュブリロビッチＲＳ国民議会議長（ＤＮＳ）、イ

バニッチ大統領評議会メンバー（ＰＤＰ）ら野党

指導者及びラドイチッチ・バニャ・ルカ市長とそ

れぞれ会談を行い、ＲＳ及びＢＨの政治情勢

につき意見交換を行った。その中で、ハーン

副上級代表は、既に各党が２０１８年国政選

挙に向けて動き出しているように見えるが、ま

だ、改革や選挙法の改正、そして市民のため

の政治に注力する時間があると強調した。 

 ドディックＲＳ大統領は、ＢＨにとり、ＯＨＲが

体現する国際社会の干渉主義や、ＢＨ憲法や

上級代表の権限を越えた解決策の押付けの

時期は終わっており、このような方法はＢＨを

民主主義から遠ざけると指摘した。一方で、同

大統領は、ＲＳはＥＵ統合プロセスには強くコミ

ットしており、国を前進させる上でこれ以上の

方法はないと述べつつ、ＲＳ国民議会が１０月

に採択した軍事的中立宣言についても言及し、

ＮＡＴＯ加盟プロセスへの反対姿勢を示した。 
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２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プ

ロセスを含む） 

●チョービッチ大統領評議会議長、ＮＡＴＯ加

盟国に書簡を発出 

 １２月第一週、チョービッチＢＨ大統領評議

会議長（クロアチア系）が、ＢＨのＮＡＴＯ加盟

のための行動計画（ＭＡＰ）の早期発効を求め

て、トランプ米国大統領やメイ英国首相等全Ｎ

ＡＴＯ加盟国の元首に書簡を発出していたこと

が明らかとなった。 

 ＭＡＰの発効には、国防不動産のエンティテ

ィからＢＨ国家への登録が条件とされている

が、ＲＳの反対で遅々として進んでいない。一

方、この書簡の中で、チョービッチ議長は、早

期発効を求める理由として、ＢＨにおけるイス

ラム過激派の存在を挙げ、ＲＳ国民議会が１０

月に採択した「ＲＳの軍事的中立宣言」等には

言及しなかった。また、同議長はメディアに対

し、書簡の内容は他２名の大統領評議会メン

バーも合意していると述べた。これに対し、イ

ゼトベゴビッチ大統領評議会メンバー（ボシュ

ニャク系）は、合意していないと否定し、イバニ

ッチ大統領評議会メンバー（セルビア系）は

「他人の書簡には、コメントしない。」と述べ

た。 

 

●ハーン欧州近隣政策・拡大担当欧州委員

のＢＨ訪問（４日） 

 ４日、ハーン欧州近隣政策・拡大担当欧州

委員がＢＨを訪問し、ＢＨ大統領評議会、ズビ

ズディッチＢＨ閣僚評議会議長と会談を行うと

ともに、ＢＨ与野党党首との間で合同会合を

行った。 

 与野党党首との会合には、大統領評議会メ

ンバーのイゼトベゴビッチＳＤＡ党首（ボシュニ

ャク系）及びチョービッチＨＤＺ党首（クロアチア

系）や、ドディックＳＮＳＤ党首（ＲＳ大統領）を

含む全主要政党の党首１３名が出席。同会合

後の記者会見において、ハーン欧州委員は、

ＢＨにはＥＵに対して口約束をするだけでなく、

具体的結果を出すことを求めると述べ、燃料

税の増税、農村開発戦略とエネルギー戦略の

採択、そして質問票への回答の提出を具体的

に指摘した。また、ハーン欧州委員は、「ＢＨ

は、自分に対してＥＵ加盟候補国の地位を保

障する役割を求めているようだが、それは自

分の仕事ではない。自分ができるのは、（ＢＨ

が結果を出せば）ＥＵに対して肯定的な意見を

伝えることだけである。ＥＵ加盟候補国の地位

は、フリーランチのように簡単に手に入るもの

ではない。」と述べた。 

 

●ＩＣＴＹの閉幕（２１日） 

 ２１日、オランダのハーグにおいて、旧ユー

ゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉所式が行われ、

ＩＣＴＹはその２４年の歴史に幕を閉じた。 

ＩＣＴＹは、１９９３年に国連安全保障理事会

により創設された第二次世界大戦以降初の

戦争犯罪における個人を裁く特別裁判所であ

り、その後のルワンダ国際刑事裁判所やシエ

ラレオネ、カンボジア及びレバノンにおける特

別法廷の先駆けとなった。 

ＩＣＴＹはその期間中、１６１件の重大訴訟を

扱い、４，６５０名の証人から聴取を行い、９０

名に有罪判決を、１９名に無罪判決を下した。

残りの戦犯裁判は旧ユーゴの国内戦犯裁判

所が、ＩＣＴＹの控訴審は、ＩＣＴＹを継承する国

際刑事法廷メカニズム（ＭＩＣＴ）が取り扱う。 

  

（２）二国間関係 
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●プレンコビッチ・クロアチア首相のモスタル

訪問（４－５日） 

 ４－５日、プレンコビッチ・クロアチア首相が

モスタル市を訪問し、クロアチア防衛軍（ＨＶＯ）

の退役軍人やクロアチア民族評議会（ＨＮＳ）

の代表等と面会を行った。 

右面会後の記者会見において、プレンコビ

ッチ首相は、クロアチアは旧ユーゴ国際刑事

裁判所（ＩＣＴＹ）の判決を尊重すると述べると

共に、クロアチア系を含むＢＨ紛争の全犠牲

者に哀悼の意を表明した。 

 

●大統領評議会メンバーのセルビア訪問（５

－６日） 

 ５－６日、大統領評議会の３メンバーがセル

ビアを訪問し、ブチッチ・セルビア大統領と会

談を行った。 

 会談後の記者会見において、ブチッチ大統

領は、会談では、セルビア・ＢＨ間の国境画定

問題及びコソボの地位問題、ベオグラード・サ

ラエボ間の高速道路建設につき協議したと述

べ、コソボ問題では、セルビアが現在の立場

を変更しない限り、ＢＨはセルビアと同じ立場

を取るというのが大統領評議会の考えであっ

たと発言した。 

 共同記者会見においてチョービッチＢＨ大統

領評議会議長（クロアチア系）は、セルビア提

案の国境問題解決モデルは原則受け入れら

れるものではあるが、ＢＨ国内でまず合意する

ことが必要であると述べた。また、「セルビア

の国内問題（注：コソボ問題）については、ＢＨ

は、今後は自らの立場をベオグラードに調和

させていく。」と述べたところ、発言が予定され

ていなかったイゼトベゴビッチ大統領評議会メ

ンバー（ボシュニャク系）が、「ＢＨの外交とそ

の立場はあくまでサラエボにおいて、ここにい

る大統領評議会の３名が決める。」と急遽反

論発言を行った。 

 

●ブリン・セルビア国防相のバニャ・ルカ訪問

（１４日） 

 １４日、ブリン・セルビア国防相がバニャ・ル

カ市を訪問し、ドディックＲＳ大統領と会談を行

った。 

会談後の記者会見で、ブリン国防相は、「ブ

チッチ・セルビア大統領兼セルビア軍最高司

令官の方針に基づき、セルビア国防省は、今

後ＲＳの軍需産業との協力を拡大していく。セ

ルビア軍の戦車や飛行機のエンジン等の修

理・点検をＲＳに発注し、また、ＲＳの国防装備

の発展を支援していく予定である。」と発表し

た。一方、ドディックＲＳ大統領は、「ＲＳはＮＡ

ＴＯ加盟行動計画（ＭＡＰ）の履行を中断する。

自分は、ＲＳの全ての者に、最近ＲＳ国民議会

で採択された軍事的中立宣言に基づいて行

動することを求める。」と述べた。 

 

３．経済 

（１）経済指標 （ＢＨ統計局発表） 

●ＧＤＰ成長率 

 １７年第３四半期の実質ＧＤＰは、前年同期

比２．９％の増加。 

 

●鉱工業生産高 

 １７年１１月の鉱工業生産高は、前月と比較

して、１．０％の増加。 

 

●雇用／失業者数 

１７年１０月のＢＨ全体の雇用者数は７５４，

０２０人。同月の失業者数は４７８，１９１人で

失業率は３８．８％。 
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●平均給与 

 １７年１０月のＢＨにおける平均給与（手取り）

は８５３ＫＭ（約４３６ユーロ）。 

 

●消費者物価指数 

１７年１１月の消費者物価指数は前月から

変動なし。 

 

●貿易額 

 １７年１月～１１月のＢＨの輸出額は１０１億

２，９７０万ＫＭ（約５１億７，９２０万ユーロ）、

輸入額は１６６億３，７６０万ＫＭ（約８５億６７０

万ユーロ）。 

・輸出相手国上位５ヵ国（貿易額：１７年１月～

１１月、仕向地基準）：①ドイツ（１４億７，２９０

万ＫＭ／約７億５，３１０万ユーロ）、②クロアチ

ア（１１億７，８４０万ＫＭ／約６億２５０万ユー

ロ）、③イタリア（１１億１，６４０万ＫＭ／約５億

７，０８０万ユーロ）、④セルビア（９億８，６１０

万ＫＭ／約５億４２０万ユーロ）、⑤スロベニア

（８億９，９５０万ＫＭ／約４億５，９９０万ユー

ロ）。参考：日本（５５万１０００ＫＭ／約２８万２，

０００ユーロ）。 

・輸入相手国上位５ヵ国（貿易額：１７年１月～

１１月、原産地基準）：①ドイツ（１９億２，９３０

万ＫＭ／約９億８，６４０万ユーロ）、②イタリア

（１８億８，８４０万ＫＭ／約９億６，５５０万ユー

ロ）、③セルビア（１８億４，８６０万ＫＭ／約９

億４，５２０万ユーロ）、④クロアチア（１６億５，

９４０万ＫＭ／約８億４，８５０万ユーロ）、⑤中

国（１０億８，７００万ＫＭ／約５億５，５８０万ユ

ーロ）。参考：日本（９，４４６万２，０００ＫＭ／

約４，８２９万８，０００ユーロ）。 

 

●観光客数 

１７年１１月、ＢＨにはのべ７４，６８１人（うち

日本からは４６１人）の観光客が訪れた（注：

宿泊を伴った観光客の総計）。 

 

（２）経済政策、公共事業 

●ＩＭＦ代表団のＢＨ訪問（１９－２２日） 

 １９日～２２日、前月に続きＩＭＦの代表団が

ＢＨを訪問し、拡大信用供与措置（ＥＦＦ）にお

ける第一回レビューについて協議をおこなっ

た。 

訪問の最終日、イラヒ団長は、ＩＭＦ代表団

とＢＨ当局が、第一回レビューの完了をＩＭＦ理

事会に提言することを可能にするする諸政策

について合意し、２０１８年の早い時期の開催

が見込まれているＩＭＦ理事会による検討は、

いくつかの条件が満たされた後に行われる旨

の声明を発表した。 

同声明の中ではまた、前月確認された第２

回ディスバースに対する条件のうち、燃料税

の増税が完了し、ＲＳ議会がＩＭＦの提言に沿

った２０１８年予算を採択したことが評価され

ている。残りの条件に関しては、ＢＨ連邦にお

いても予算が成立間近であり、ＢＨテレコム及

びＨＴモスタルの民営化に向けた適正評価の

開始も予定されていると指摘されている。 

ＩＭＦでは第１回レビューを理事会が承認し

た後、７，６００万ユーロ相当の第２回ディスバ

ースが実施されることになっている。 

●２０１７年対ＢＨ外国投資、前年比６０％増

（２９日） 

 ２９日、外国投資促進庁（ＦＩＰＡ）は、ＢＨ中

央銀行発表による速報値として、２０１７年１～

９月におけるＢＨに対する外国直接投資額が

６億３，０８０万ＫＭ（約３億２，２５２万ユーロ）

に達し、前年の同時期に比べ６０．６％増加し

たと発表した。２０１７年の第４四半期も成長
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傾向が続いており、更なる増加が期待されて

いる。 

 ＦＩＰＡは、外国投資家は政治の安定と投下

資本の安全性を重要視しており、今後も、国

家経済の発展における政治的結束をアピー

ルしていくことが重要であり、それなしにＢＨに

投資を呼び込むことはできないと強調した。 

 

（３）経済協力 

●５ｃ回廊、クロアチアとの国境区間の道路建

設完了（１１日） 

１１日、５ｃ回廊の一部であるスビライ（クロ

アチア）・オジャック（ＢＨ連邦北部）間１０．７ｋ

ｍの建設が完了した。同区間は、将来的にス

ビライにおいてサバ川にかかる橋により二国

間の国境を繋ぐことになる。 

ＥＵは、５ｃ回廊の重要性を鑑み、同区間の

高速道路建設、国境をまたぐ橋の建設及び国

境施設の近代化に対して、約２，５００万ユー

ロを計上しており、駐ＢＨ・ＥＵ代表部の関係

者は「このプロジェクトは、単なる数ｋｍの道路

建設の話ではなく、ＢＨにおける地域の結束

強化というＥＵの課題における重要な一歩で

あり、人々及びビジネスへの目に見える利益

をもたらすものである。」と述べている。 

 

●欧州委員会、ＢＨの地雷除去に関する新戦

略プロジェクトを発表（１７日） 

欧州委員会は新たな１００万ユーロ相当の

ＢＨ地雷除去プロジェクトを承認し、１３日、こ

の新プロジェクトの内容がサラエボにて発表さ

れた。このプロジェクトは「地雷汚染地域・新地

域の再調査及び戦略的行動２０１９」と銘打ち、

欧州委員会（ＥＣ）が総額１００万ユーロを拠出

し、ＢＨ軍、ＢＨ地雷対策センター（ＢＨＭＡＣ）、

欧州連合部隊（ＥＵＦＯＲ）Ａｌｔｈｅａ及びノルウェ

ー・エイド（Ｎｏｒｗｅｎｇｉａｎ Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ Ａｉｄ，Ｎ

ＰＡ）の共同で、１８か月にわたり実施される。 

ＢＨでは、ＢＨ紛争の終結以降、１，７５１名

が地雷及び不発弾により命を落とした。また、

ＢＨは紛争の結果、いまだ国内に約１万７，０

００トンの弾薬を抱えており、１２万１，０００個

以上の地雷が埋設されていると見られている 

 

●ＥＢＲＤ、ＲＳの５ｃ回廊の建設に対し７，００

０万ユーロを融資（２８日） 

 ２８日、トピッチＲＳ高速道路公団総裁は、欧

州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）との間で、５ｃ回廊

高速道路の建設に向けた７，０００万ユーロの

融資契約に署名を行った。この融資はドボイ

市近郊のヨホバッツ・ルダンカ間の約６㎞の建

設に充てられ、ＲＳで予定されている５ｃ回廊４

６．６㎞のうち、初めての区間となる（注：ＲＳの

中心部バニャ・ルカ市（ＢＨ西部）とＢＨ／ＲＳ

中部のドボイ市を結ぶ高速道路の一部ともな

る）。ＥＢＲＤは、この契約が、ＢＨの西バルカ

ン及び欧州市場への更なる統合に貢献する

であろうと強調した。 

 

（４）民間セクター 

●２０１７年にＢＨの最も成功したＢＨ企業３社 

 当地ビジネス・ニュース・ポータルサイトＢｉｚｎ

ｉｓｉｎｆｏは２０１７年にＢＨで最も成功した企業と

して、１位プレベント（Ｐｒｅｖｅｎｔ）、２位ＡＳグル

ープ、３位ビンゴ、を挙げた。なお、３社は共に

ＢＨ人が創業したＢＨ企業である。 

 ３位のビンゴは、１９９７年にトゥズラ市で創

業したスーパーマーケットチェーン。現在は、

ＢＨ全土に従業員約７，０００名を有し、同業他

社のコンズム（Ｋｏｎｚｕｍ、クロアチア資本）の

経営悪化に伴い、サラエボの大手ショッピング

センター内の２店舗を引き継いだ。また、同じ
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トゥズラ市の洗剤メーカーＤｉｔａ社を買収し、プ

ライベートブランド商品の拡大及びコスト改善

にも注力している。 

 ２位に次に選ばれたＡＳグループは、テシャ

ニ市に本拠を置く１９９９年創業の大手食品会

社。製パン関係のＫｌａｓやコーヒー・紅茶のＶｉｓ

ｐａｋ等の有名食料品ブランドを抱える同社だ

ったが、２０１７年に、菓子、瓶詰め製品、肉製

品など多様な製品を有する食品会社のアグロ

コメルツ（Ａｇｒｏｋｏｍｅｒｃ）及びＢＨ最大の本屋

チェーン、スビェトロストコメルツ（Ｓｖｊｅｔｌｏｓｔｋｏ

ｍｅｒｃ）を買収したことで急速に事業規模を拡

大。現在の従業員数は約２，７００名となった。 

 １位の、プレベントは１９９９年にサラエボ近

郊のヴィソコ市で創業したシート等の自動車

内装部品製造企業。現在は取扱い製品を自

動車以外にも拡大しており、ＢＨ内に１５の工

場と約６，５００名の従業員を有するＢＨ最大

の企業グループである。グループ全体では、

世界４大陸の２０か国に工場を持ち、全世界

で約１４，０００名の従業員を有している。２０１

７年の最初の１０ヶ月の同社の輸出額は２億５，

０００万ユーロを超える。 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


